
 

 

 
 

平成 25 年３月５日 

国 土 交 通 省 
 

「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について 

 

１．背景 
 

 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第４条第１項第１号

に規定する事業（以下「対象事業」という。）については、民間都市開発の推進に関す

る特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)第２条、第３条、附則第１条の２、附則第

１条の３及び附則第１条の４において、規模、地域等の要件が定められているところで

ある。 

 現在、特に地方都市において厳しい経済情勢にあるとともに、大規模災害に備えた防

災・減災対策等が全国的な喫緊の課題となっているため、地方都市における優良な都市

開発事業や都市の防災性能等の一層の向上に資する都市開発事業の立ち上げを緊急か

つ強力に推進すべく、対象事業の規模及び地域の要件について、時限的な特例措置を講

じる必要がある。 

 

２．概要 

（１）規模要件に係る特例措置 

       平成28年３月31日までの間、次の①又は②に該当する一定の事業につい

ては、対象事業の規模要件を500㎡以上とする特例措置を講じる。 

①都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物を

整備する事業 

②防災上有効な備蓄倉庫等の施設を有する建築物を整備する事業 
 

（２）地域要件に係る特例措置 

       平成28年３月31日までの間、上記②に該当する一定の事業については、

三大都市（東京都特別区、大阪市及び名古屋市旧市街）で施行されるも

のも対象とする特例措置を講じる。 

  

３．今後のスケジュール 

閣    議： 平成２５年３月５日（火） 

 公布・施行： 平成２５年３月８日（金） 

 

 
 
＜本件に対する問い合わせ先＞ 

  国土交通省 都市局 まちづくり推進課 課長補佐  本村 

            電話：03-5253-8111（代表）（内線 32-542） 

             03-5253-8127（直通） 

 


